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◎申し込み・問い合わせ
上下水道局  下水道工務課  浄化槽係（上下水道局3階）　
☎33-1333  FAX33-1505
または各支所上下水道局事務所

◎問い合わせ
本庁　障がい福祉課　障がい総務係　
☎40-7251  FAX25-5440　または各支所保健福祉課

■場　所／鍋島公民館・蓮池公民館・富士生涯学習センター
■試行期間（予定）／8月15日（水）～平成25年3月31日（日）
■利用できる時間帯／月～金曜日　8時30分～17時15分
■利用方法等／
　・公衆無線LANに接続するパソコン等は準備してくださ
い。

　・対象となる公民館に設置している「フリースポット利用
者表」に必要事項を記載してから利用ください。

　・利用するには利用規約に同意していただく必要があり
ます。

■利用料金／無料

　市営浄化槽事業は、申請により
　①「新規浄化槽の設置および維持管理」
　②「市に帰属された既存浄化槽の維持管理」
を市が行う事業です。
※対象地区は、公共下水道区域および農業集落排水事業
区域以外です。
※既存浄化槽の帰属は、条件があります。
※既存の単独浄化槽は、市への帰属はできません。
※平成22年度から23年度で、475基設置　692基帰属さ
れています。
■平成24年度新規浄化槽設置申請期限
　平成25年3月までに「新規浄化槽の設置」完了を希望す
る人は、平成24年11月30日（金）までに申請ください。
　申請方法・対象地区等は問い合わせください。

　この現況届は、受給資格を決定するための大切な届出
です（該当する人には通知を郵送しています）。届出をし
ないと8月分以降の手当の支給が停止になりますので、必
ず期限内に手続きをお願いします。
　なお、平成23年分の所得を申告していない人は、必ず
申告をしてください。
■受付期限／ 9月10日（月）

◎問い合わせ
佐賀市教育委員会 社会教育課  公民館支援係 
☎40-7370  FAX26-7378

計画停電に伴う
防火・安全対策

市営浄化槽事業の
お知らせ

公民館で公衆無線LAN
環境を試行します

特別児童扶養手当の
現況届受付中

　シングルパパ、ママへそして、離婚を考えているあなた
へ、それぞれが自分らしく生きていくための「小さな一歩」
を一緒に踏み出しませんか。参加無料です。
■日　時／ 9月8日（土）13時～16時15分
■場　所／ほほえみ館（兵庫町藤木）
■内　容／
　第1部　講演  「シングルスタイルのライフプラン」
　　　　  講師  ファイナンシャルプランナー西村久美さん
　第2部　交流タイム
　無料託児＆子ども向けアロママッサージのワークショップあり
■申込方法／メールまたはファクスで氏名、同伴するお子
さんの年齢・名前を連絡ください
■申込期限／ 8月31日（金）
　シングルパパ、ママの交流イベントを実施しているシン
グリンクと佐賀市教育委員会こども課の初のコラボ企画！

◎申し込み・問い合わせ
佐賀市教育委員会　こども課 
☎40-7289  FAX40-7395    *kodomo@city.saga.lg.jp

いっち、にいのさん！
 ～シングルパパ＆
　　　ママの交流広場～

　計画停電が実施された場合、電源が必要な消防用設備
等が有効に機能しなくなるなど、防火対策にも支障を生じ
る恐れがあります。次のようなことに注意しましょう。
■市民のみなさんへ
（1）停電時に使用できない電話があるので、携帯電話や

公衆電話を活用する。
（2）停電時には、家電製品のコンセントを抜く。
　　また、長時間出かける場合は、ブレーカーをおとす。
（3）調理や暖房のため、練炭や炭を燃料とした七輪などを

使用することは極力避ける。
（4）停電時には、自動ドアやエレベーター等が機能を失っ

てしまう恐れがあるため、避難経路など通行ができる
部分を確認する。

（5）在宅医療を行っている人は、事前にバッテリーを準備
するなどの対策をとる。

■事業所のみなさんへ
（1）非常電源のある消防用設備等で、長時間停電した場

合に、作動しない恐れがあるので、あらかじめ対策を
とる。

（2）自家発電設備については、必要な燃料を確保する。
（3）危険物施設が停電となった場合に備えて、対処方法を

確認する。
　停電に伴う対応策等について、『佐賀広域消防局ホーム
ページ』にも掲載しています。

◎問い合わせ
佐賀広域消防局予防課　☎33-6765  FAX31-2119
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◎問い合わせ
人権･同和政策課
人権啓発係（ほほえみ館内）

FAX34-4549

　有料と思わずにアダルトサイト内にあるボタンをクリックした
ら、登録となり、パソコンの画面上に65,000円の請求画面が張
り付いて、再起動しても請求画面が消えない。

　災害により被害を受けら
れた場合、個人の市県民税
や固定資産税、国民健康保
険税で、税額の軽減や、納
税の猶予等の制度がありま
す。
　また、国税においても、
申告期限の延長や納税の猶
予ができる制度、確定申告
により雑損控除などの所得
税の軽減を受ける制度もあ
ります。
　くわしくは、各担当に問
い合わせください。

◎問い合わせ
　本庁　市民税課　課税係
　　☎40-7062
　　FAX25-5408
　本庁　資産税課
　資産税第二係
　　☎40-7071
　　FAX25-5408
　本庁　納税課
　整理第一係
　　☎40-7076
　　FAX25-5408
　本庁　保険年金課
　国保税一係
　　☎40-7272
　　FAX40-7390
　佐賀税務署
　　☎32-7511

事例１

　携帯電話のメールで身に覚えのない請求を受けた。滞納金回収
業者に連絡しないと回収業者を使って身辺調査や法的手続きに移
るというが連絡したほうがいいのか。

①一切支払わず無視する　アクセスしただけで「登録」「入会」という場合は
法律上契約が成立しているとはいえないので、請求は無視しましょう。一
度支払ってしまうと業者からカモと思われ、次々と新たな請求が続きます。
②絶対に連絡を取らない　電話番号などの個人情報を聞き取られる恐れが
あるので、絶対に連絡せず不審な電話やメールには対応しないようにしま
しょう。

③セキュリティ対策をする　着信拒否や迷惑メール撃退サービスにより自
衛策をとりましょう。また、スマートフォンの利用者は、ゲームなどのア
プリケーションソフトが信用できるか、取り込む際に注意を払いましょう。
ウイルス対策ソフトを入れるなど、自前のセキュリティ対策が必要です。
④システムを復元する　パソコンを再起動しても、アダルトサイトの登録
画面や請求画面が繰り返し表示されるのは、コンピューターウイルスの感
染によるものです。ウイルス感染は「システムの復元」をすることで、症
状を改善できる場合があります。

※独立行政法人情報処理推進機構（IPA）のウェブサイトをご参照くださ
い。

事例2

不当・架空請求にご注意ください！不当・架空請求にご注意ください！

対

　処

　法

「不当請求」
　だましのような手口でサイトに誘い込み、不当な利用料金等
を請求されること

「架空請求」
　身に覚えのない料金等を請求されること
　※出会い系サイトやアダルトサイトの利用料を請求される
ケースが多発しています。

☎40-7087

◎問い合わせ
佐賀市消費生活センター（アイスクエアビル4階）

（平日9時～16時） ※面談による相談を希望の人は、
　事前に予約ください。

災害による被害者へ
税の軽減・納税の
猶予等があります


